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3-2-4 施工計画／調達計画 

3-2-4-1 施工計画 

(1) 施工方針／調達方針 

本プロジェクトの調整機関は「財務省」（MOF）、責任機関は「道路運輸観光省」（MRTT）、
実施機関は「道路インスペクション・リサーチ・センター」（RIRC）である。なお、調達機

材の運用は、RIRC 管理下の道路維持管理会社である AZZA Tuv、HARGUI が担当する。 

無償資金協力として、事業を実施する場合の基本事項を以下に示す。 

• 「モ」国の補修方法は、緊急的な対処（パッチング工法）が一般的であり、本格的な補

修の経験がないことから、舗装工事専門（補修）の技能工を派遣し、円滑な工事の実施

と技術移転を図る。 

• 「モ」国の建設業者は、仮締切りの経験がないことから、仮締切りの指導ができる日本

人技能工を派遣し、安全かつ円滑な工事の実施と技術移転を図る。 

• 「モ」国の建設業者は、橋梁建設の経験が少なく、最近建設された橋梁の品質も悪い。

したがって、日本人の橋梁技能工を派遣し、高品質かつ円滑な工事の実施と技術移転を

図る。 

• 護岸工及びパイプカルバート工においては、「モ」国の工法を採用し、現地業者の活用

を図る。また、道路土工及び排水工においても、現地建設機械及び現地業者の活用を図る。 

(2) 施工上／調達上の留意事項 

1) 気象条件に関する留意事項 

厳冬期以外の期間においても、気温の日較差が大きいことから、アスファルト舗装工事

及びコンクリート工事等を行う際には、アスファルト合材及び生コンクリートの厳重な

温度管理が品質管理上、不可欠である。したがって、このような厳しい自然条件を反映

した現場管理体制、施工監理体制を立案する。 

2) サイト間のアクセスに関する留意事項 

本プロジェクトサイトである SectionⅡと SectionⅥは約 165km 離れており、十分な品

質管理が実施できるような現場管理体制、施工監理体制を立案する。 

3) 現道交通の確保に関する留意事項 

現道改修区間は、現道交通を確保するため、片側交通としながら、施工を行う。また、

橋梁架替においては、迂回路を設置するものとする。なお、このとき、安全かつ円滑な

交通を確保できるような現場管理体制、施工監理体制を立案する。 
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4) 既存橋梁区間の資機材運搬に関する留意事項 

既存ヘルレン橋は老朽化し、昨今の交通量の増大により、落橋の危険性が極めて高いこ

とから、工事実施にあたっては、ヘルレン川に仮橋を設置する計画とする。 

5) プラント受け入れに関する留意事項 

本プロジェクトの施設建設を行う日本の建設業者は、調達された機材のうちアスファル

トプラント/クラッシングプラント1セットを無償で借り受けることができるものとする。

また、もう 1 セットのアスファルトプラントについても無償で借り受ける権利を持つ。

アスファルトプラント/クラッシングプラントの引渡しが遅れると、夏季における建設期

間が短くなり、また全体の工期にも影響を与えるので、予定通りに引渡しを行うことは

非常に重要である。 

6) プラントの引渡し時期及び設置位置に関する留意事項 

AZZA Tuv 及び HARGUI は、パッケージ 1 においてそれぞれ 1 セットのプラントを調

達する。ただし、本プロジェクトの施設建設を行う日本の建設業者は、アスファルトプ

ラント/クラッシングプラント 1 セットをアスファルト試験機とともに HARGUI から無

償で借り受けることができるものとする。アスファルトプラント及びクラッシングプラ

ントは、始め SectionⅡの建設用にバガヌールに設置される。アスファルトプラントはそ

の後、SectionⅥの建設用にムルンに移され、最終的に HARGUI に引き渡される。一方、

クラッシングプラントは、バガヌールにおいて必要な骨材が生産された後、HARGUI
に引き渡される。図 3-2-4-1に、プラントの引渡し時期及び設置位置を示す。 
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図3-2-4-1 プラントの引渡し時期及び設置位置 

7) 環境法に関する留意事項 

「モ」国環境法により、仮設ヤード、使用土取場及び工事用道路等の復旧が義務付けら

れていることから、これらの復旧工事を計画に織り込むこととする。 

(3) 施工区分／調達・据付区分 

本プロジェクトを日本の無償資金協力で実施する場合の日本国側と「モ」国側の施工／

調達・据付区分を表 3-2-4-1に示す。 
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注）表中のスケジュールは、仮のもので確定ではない。
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表3-2-4-1 日本国と「モ」国（現地）との施工/調達区分（施設案件） 
負担区分 

項 目 細  目 
日本 現地 

備 考 

1. 用地/ 
ﾔｰﾄﾞ 

建設用地の取得及び工事用道路・仮設ヤード等の土地
の確保  ○  

 建設用地内の支承物件の撤去・移設  ○  
 仮設ヤード及び採石場、砂取場、土取場の土地使用料

の免除  ○  

 採石場、砂取場及び土取場の採掘権の免除  ○  
 建設工事に伴う迂回路及び工事用道路の設置と現状復

旧 ○   

 建設工事のための仮設ヤードの設置と現状復旧 ○   
 仮設ヤード近傍までの電気施設の配備  ○  

ベースキャンプ、ヘルレンキャスティングヤードへの
電気設備の配備 ○   

ヤードへの電話線の引き込みまたは無線周波数の割り
当て  ○  

 
 
 
 

MDF およびエクステンションの配置 ○   
2. 施設 SectionⅡ15km の道路新設 ○   
 SectionⅡ15km の道路改修 ○   
 SectionⅥ28km の道路新設 ○   
 ヘルレン橋、フッサー・ナリン橋及びムルン橋の新設 ○   
 フジルト橋の架替と現フジルト橋の撤去 ○   
 「道の駅」の建設  ○  
 モニュメントの建設  ○  
 植樹  ○  
3. 機材 機材調達計画で調達・借り受けした機材の据付・返還

先の敷地・施設等に確保  ○  

 基礎の建設及びプラントの据付け ○   
 機材調達計画で調達した機材の施工業者への無償貸与  ○  
 AZZA Tuv へ調達した機材の施工業者への無償での優

先的な貸与  ○  

 

(4) 施工管理計画／調達管理計画 

1) 実施設計/施工監理の基本方針 

a) 実施設計の基本方針 

実施設計に係る基本方針は、以下の通りである。 

• 実施設計は、協力対象範囲全体を対象とし、期分けを考慮する。 

• 実施設計段階における現地調査は、相手国実施機関との最終的な設計協議、基本設

計調査結果の現地確認、施工/積算に関する補足調査、最新情報収集を行い、手戻り

のないようにする。 

• 国内作業においては、現地調査結果を踏まえた詳細設計の最終化と入札図書を作成

した後、相手国関係機関と協議を行い、円滑に入札図書の承認が得られるような実

施設計体制とする。 
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b) 施工監理の基本方針 

施工監理に係る基本方針は、以下の通りである。 

• 工事現場が SectionⅡと SectionⅥに分かれており、その間が 165km に及ぶため、2
箇所に現場事務所を設置する。 

• 「モ」国の厳しい気象条件下においては、工期が遅れた場合、取戻すことが困難で

ある。したがって、このような条件下においても、品質を損なうことなく、また、

手戻りのないように施工が着実に実施される施工監理体制を策定する。 

2) 実施設計/施工監理の留意事項 

a) 実施設計の留意事項 

実施設計に係る留意事項は、以下の通りである。 

• 実施設計段階における現地調査は、相手国実施機関との最終的な設計協議、基本設

計調査結果の現地確認、施工/積算に関する補足調査、最新情報収集を行うために、

必要な最低人数とした。 

• 国内作業においては、現地調査結果を踏まえた詳細設計の実施と入札図書の作成に

必要な最低人数とした。なお、入札図書作成にあたっては、期分けを考慮したもの

とする。 

• 入札図書作成後の現地調査は、入札図書承認に必要な最低人数とした。 

b) 施工監理の留意事項 

施工監理に係る留意事項は、以下の通りである。 

• 施工監理者は、工事着工・竣工時と瑕疵検査時にスポット派遣する。 

• 常駐管理者は、全工事期間にわたり現地に常駐し、工事全般の監督指導を行い、基

本的に SectionⅡの現場事務所に配置する。 

• SectionⅥの工事量は多く、SectionⅡから離れている。円滑な工事監理を実施するた

めに、SectionⅥの主要工事期間中にわたり、道路担当技師を配置する。 

• ヘルレン橋の規模が大きいため、円滑な工事監理を実施するために、橋梁技師を工

事期間中にわたり、配置する。 

• 日本人技師の補助ため、ローカルエンジニアを適宜配置するとともに、ローカルエ

ンジニアへ技術移転を行う。 
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(5) 品質管理計画 

品質管理は、国土交通省、日本道路公団及び AASHTO に準拠して行う。また、相手国政府

へ引渡しが円滑に行われるように、相手国関係機関と十分な協議を事前に行うものとする。

なお、コンクリート、盛土、路盤及びアスファルトに関する品質管理項目、方法及び頻度を 

表 3-2-4-2～表 3-2-4-5に示す。また、コンクリート圧縮強度については、統計的解析を行う

ものとする。 
表3-2-4-2 コンクリートに関する品質管理 

項 目 細 目 管理内容 管理方法 頻 度 
コンクリート セメント セメントのタイプ 視認 納入時 
   JIS 規格との照査 

(普通ポルトランドセメント) 
JIS R 5210, 5211 
JIS R 5212, 5213 

月 1 回または納入時

  添加剤 JIS または JSEC 規格との照査 JIS A 6201-6206 月 1 回または納入時

  水 コンクリート強度への影響試験 JIS A 5308 配合設計前 
  骨材 粒度分布 JIS A 1102, AASHTO T 27 配合設計前 
    単位重量及び固体含有量 JIS A 1104, AASHTO T 19 配合設計前 
    有機混合物（細骨材） JIS A 1105, AASHTO T 21 配合設計前 
    密度試験及び吸水率試験 

（細骨材） 
JIS A 1109, AASHTO T 84 配合設計前 

    密度試験及び吸水率試験 
（粗骨材） 

JIS A 1110, AASHTO T 85 配合設計前 

  配合試験 トライアル・ミックス JIS A 1101, AASHTO T 119 
(Slump) JIS A 1118 (Air) 

遅くとも、打設の 35
日前 

  コンクリート練り 表面含水量（細骨材） JIS A 1111, 1125 1 回/日 
   骨材粒度分布 JIS A 1102 1 回/日 
    材料の温度測定 温度測定 各バッチ 
  材料重量測定器 機材精度 静的荷重試験 1 回/6 ヶ月 
   誤差 スケール試験 1 回/日 
供試体試験 生コンクリート    JIS A 1115 1 回/日 
 圧縮試験   JIS A 1108, AASHTO T-22 左記による 
  供試体製作と養生   JIS A 1132, AASHTO T 23 左記による 

表3-2-4-3 盛土に関する品質管理 

項 目 管理内容 管理方法 頻 度 
材 料 材料分類(密度試験、含水比試験、粒度

試験、液性限界試験、塑性限界試験)  
AASHTO A-1 ～ A-4 及び AASHTO 
T-11, T-27 

各ピット 

  CBR 試験 JIS A 1211/AASHTO T-193 各ピット 
  膨張試験 AASHTO 各ピット 
路 体  締固め厚試験 測定 1 回/日 
 締固め試験 AASHTO T-147  1 回/箇所 
 含水比試験 JIS A 1203 1 回/日 
 突固め試験 JGS 1611 1 回/日 
 締固め厚試験 測定 1 回/箇所 
  締固め試験 JIS A-1210/AASHTO T-99-D 1 回/箇所 
  含水比試験 JIS A 1203 1 回/箇所 
  突固め試験 JGS 1611 1 回/箇所 
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表3-2-4-4 路盤に関する品質管理 

項 目 管理内容 管理方法 頻 度 
下層路盤 材料分類(密度試験、含水比試験、粒度

試験、液性限界試験、塑性限界試験)  
AASHTO A-1 ～ A-4 及び AASHTO 
T-11, T-27 

各ピット 

  CBR 試験 AASHTO T-193 各ピット 
  膨張試験 AASHTO 各ピット 
  最大粒径 測定 各ピット 
  締固め厚試験 測定 1 回/日 
  締固め試験 AASHTO T-180-D  1 回/日 
  含水比試験 JIS A 1203 1 回/日 
 突固め試験 JGS 1611 1 回/日 
上層路盤 材料分類(密度試験、含水比試験、粒度

試験、液性限界試験、塑性限界試験)  
AASHTO A-1 ～ A-4 及び AASHTO 
T-11, T-27 

各ピット 

  CBR 試験 AASHTO T-193 各ピット 
  膨張試験 AASHTO 各ピット 
  摩耗試験 AASHTO T-96  各ピット 
  締固め厚試験 測定 1 回/日 
  締固め試験 AASHTO T-180-D  1 回/日 
  含水比試験 JIS A 1203 1 回/日 
 突固め試験 JGS 1611 1 回/日 

表3-2-4-5 アスファルトに関する品質管理 

項 目 管理内容 管理方法 頻 度 
タックコート 瀝青材材料試験 AASHTO M-141/AASHTO M-82 各材料 
  材料タイプ SC-70, SC-250 or MC-30, MC-70 各材料 
  含水比試験 AASHTO T-55 50 トン毎 
  浸透試験 AASHTO T-49 50 トン毎 
  蒸留試験 AASHTO T-78 50 トン毎 
  サイボルト－フロール粘性試験 AASHTO T-72 50 トン毎 
  延性試験 AASHTO T-51 50 トン毎 
  輝度試験 AASHTO T-79 50 トン毎 
瀝青材 瀝青材材料試験 AASHTO M-20/AASHTO M-52 各材料 
 材料タイプ 60-70, 85-100, 100-120/RT-11, RT-12 各材料 
  配合設計  24 時間前 
  配合材料の測定 測定 各供試体 
  含水比試験 AASHTO T-55 50 トン毎 
  浸透試験 AASHTO T-49 50 トン毎 
  蒸留試験 AASHTO T-78 50 トン毎 
  サイボルト－フロール粘性試験 AASHTO T-72 50 トン毎 
  延性試験 AASHTO T-51 50 トン毎 
  点状炎上試験 AASHTO T-48 50 トン毎 
  薄層炎上試験 AASHTO T-179 50 トン毎 
  エンゲル粘性試験 AASHTO T-52 50 トン毎 
  浮揚試験 AASHTO T-50 50 トン毎 
骨材 骨材粒径計測 測定 各ホッパー/日 
  骨材吸水試験 AASHTO T-96 1 回/月または 

各変更時 
  骨材形状測定 測定 1/999m3 
  細骨材試験   1 回/日 
  フィラー試験 AASHTO T-27 1 回/日 
  粘着試験   1 回/バッチ及び 1

回/配合 
合材 バインディング試験   輸送前及び 

1 回/8 時間 
  マーシャル試験 AASHTO T-245 1 回/日 
  締固め試験 AASHTO T-166 1 回/200m 
  温度測定 測定 4 回/日 
 供試体製作 AASHTO T-230 1 回/日 



 

3-166 

(6) 資機材等調達計画 

1) 資材調達計画 

a) 資材調達計画に係る基本方針 

資材調達計画に係る基本方針は、以下の通りである。 

• 建設工事に必要な材料で、現地にて入手可能な材料は、原則として現地調達とする。

また、輸入品であっても、「モ」国内市場にて自由に入手できる材料は、現地調達

とみなす。ただし、品質に問題があるもの、あるいは流通量が十分でなく、一定期

間に入手し難いものについては、日本または第三国から調達することとする。 

• 盛土材、砂及び粗骨材は、施工業者が工区内にて生産することとする。また、生コ

ンクリート及びアスファルト合材についても、施工業者が生産するものとする。 

b) 資材の調達状況 

本工事に必要とされる主要な建設資材の調達状況は以下の通りである。また、使用材料

の品質管理にあたっては、事前に、中央試験場の承認が必要となる。 

i) セメント 

「モ」国内にて生産されるセメントは、主に普通ポルトランドセメントである。ま

た、輸入セメントも一般に流通しており、現地にてロシア産及び中国産の調達が可

能である。 

モンゴル産の品質については、1999 年に「Portland Cement Specification (MNS 
974-99)」において、アルミン酸三カルシウムの含有量が８％以上のものを道路構造

物に使用することが禁止された。同セメントはこの数値を上回っていたため、一時

的に、品質に問題のあるセメントが流通していたが、現在では、モンゴル産のセメ

ントも改良され、品質に問題はない。また、生産量についても問題ない。 

ii) 鉄 筋 

鉄筋は、「モ」国に唯一あるダルハン製鉄所において生産されており、以前は JICA
専門家が常駐し、技術指導を行っていたことから、質的には問題ない。また、量的

にも生産能力に余裕があり、問題ない。 

iii) 瀝青材 

瀝青材は、ロシアからの輸入であるが、現地市場にて自由に調達可能である。スト

レート・アスファルトは、貨車によりロシアから鉄道輸送され、主要都市にて、タ
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ンクローリーに積替えられる。貨車で運搬されたストレート・アスファルトは凝固

しており、スチームにより融解が必要となる。 

iv) 型枠材 

型枠用合板は、中国からの輸入品を現地市場にて自由に調達可能である。しかし、

低品質なため、２回程度の転用が限界である。 

v) 燃 料 

ガソリン及び軽油は、瀝青材と同様に、ロシアからの輸入であるが、現地にて自由

に調達可能である。 

vi) 橋梁用資材 

沓、伸縮装置、橋梁用排水枡、フォームタイ等の橋梁用資材については、現地での

調達が不可能である。ロシアもしくは中国などの第三国調達は可能であるが、いず

れも品質に問題がある。したがって、橋梁用資材については、総合的に判断して、

日本調達とした。 

vii) 仮設資材 

仮橋、仮締切りなどの仮設資材については、現地での調達が不可能である。中国な

どの第三国調達は可能であるが、いずれも錆や歪み等、品質に問題がある。したがっ

て、仮設資材については、総合的に判断して、日本調達とした。 

c) 主要建設資材調達先一覧表 

主要建設資材の調達先をまとめると表 3-2-4-6の通りである。 
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表3-2-4-6 主要建設資材調達先一覧表 

調　達　先
現地調達 日本調達 第三国調達

ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 普通 ○
細骨材(砂) ｺﾝｸﾘｰﾄ用 ○ 施工業者生産
粗骨材 ｺﾝｸﾘｰﾄ用 ○ 施工業者生産
石粉 ○
ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ ○
ｶｯﾄﾊﾞｯｸｱｽﾌｧﾙﾄ ○
細砂 ｱｽﾌｧﾙﾄ用 ○ 施工業者生産
粗砂 ｱｽﾌｧﾙﾄ用 ○ 施工業者生産
ｱｽﾌｧﾙﾄ用骨材 13-20mm ○ 施工業者生産
ｱｽﾌｧﾙﾄ用骨材 5-12mm ○ 施工業者生産
上層路盤用砕石（粒調砕石）CBR>80% ○ 施工業者生産
下層路盤用砕石 CBR>30% ○ 施工業者生産
盛土材料 ○ 施工業者生産
砕石 ○ 施工業者生産
異形棒鋼 ○
丸鋼 ○
型枠用合板 t=12mm ○
加工用木材 ○
軽油 ○
ｶﾞｿﾘﾝ ○
火薬 AN-FO ○
ダイナマイト ○
ｺﾞﾑ支承 310x260x36, 310x260x44 ○
伸縮装置 N II-35 ○
橋梁用排水枡 ○
フォームタイ D型300 ○
３型座金 D型 ○
Pコン D型W1/2 ○
セパレータ D型500 W1/2 ○
AE減水剤 レオビルドSP-8N ○
型枠剥離剤 マジックコートC ○
無収縮モルタル プレミックスタイプ ○
覆工板 1,000x2,000x200mm ○
H鋼 H300, H400 ○
鋼矢板 IV型 ○
腹起し材 H350, H400 ○
ペイント JIS K 5516-2種 ○
ガラスﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 ○

種  類 規  格 備　　　考

 
 

2) 機材調達計画 

a) 機材調達計画に係る基本方針 

機材調達計画に係る基本方針は、以下の通りである。 

• 建設工事に必要な機材で、現地にて調達可能な機材は、原則として現地調達とする

ものの、メンテナンス、保有状態、保有数量、調達事情、経済性等の観点から総合

的に判断したうえで、最も適切な調達計画とする。 

• 機材調達計画で調達した機材のうち、アスファルトプラント 1 基及びクラッシング

プラント 1 基を施工業者へ無償で貸与する。また、機材調達計画で調達した機材の
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うち、アスファルトプラント 1 基を施工業者へ無償で優先的な貸与することを前提

とする。 

b) 機材の調達状況 

本工事に必要とされる主要な建設機材の調達状況は以下の通りである。 

i) リース会社の機材 

リース会社は、リースを行っている民間ディーラーと、本事業の調達機材の受け入

れ先である道路維持管理会社 AZZAN 内に、WB の支援を受けて設立された TTT と

がある。TTT の保有機材は、台数が限られており、政府系工事を優先してリースし

ているため、本計画への織込みは難しい。他方、民間ディーラーの機材は、維持管

理状態は良いものの、掘削系の機材がほとんどで、リース可能な機種に限りがあり、

本計画への織込みは困難である。 

ii) 建設会社保有機材 

建設会社が保有している機材は、ロシア製の老朽化したものがほとんどであったが、

最近は、中国製や韓国製などの新しい機材も導入されつつある。しかしながら、そ

の機種及び台数には限りがあり、維持管理状況は会社により差がある。他方、これ

ら機材は、自社業務への使用が優先されているため、使用していなければ賃貸が可

能な程度である。全般的に機材不足の傾向があるものの、建設会社保有機材が調達

可能なものとする。 

iii) 日本調達機材 

• コンクリートプラント及びコンクリートポンプ車 
現地調達可能機材は、0.5m3 のコンクリートミキサーしかない。本橋梁建設に

必要なコンクリート量を安定的に供給し、作業効率及び品質管理の観点から、

コンクリートプラント及びコンクリートポンプ車が必要となる。現地でコンク

リートプラントを調達することは不可能であり、ロシアもしくは中国などの第

三国調達は可能であるが、いずれも能力に不安があり、納期が確実でない。し

たがって、コンクリートプラント及びコンクリートポンプ車については、総合

的に判断して、日本調達とした。 

• バイブロハンマー及びウォータージェット 
ヘルレン橋において、仮橋及び仮締切りを行う際に、バイブロハンマー及び

ウォータージェットが必要となる。現地での調達が不可能であり、中国などの

第三国調達は可能であるが、能力に不安があり、納期が確実でない。したがっ

て、バイブロハンマー及びウォータージェットについては、総合的に判断して、

日本調達とした。 
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• 各種試験機器 
現地のコンクリート試験機器は、モンゴル標準の直方体供試体であり、精度に

不安があるため、品質管理を考慮して、日本調達とした。なお、アスファルト

の試験機器については、機材計画にて調達されたものをプラントと一緒に借り

受けるものとする。 

c) 主要建設機材調達先一覧表 

主要建設機材の調達先をまとめると表 3-2-4-7の通りである。 

表3-2-4-7 主要建設機材調達先一覧表 

調　達　先

現地調達 日本調達 第三国調達
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15 t ○
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 21 t ○
リッパ付ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 32 t ○
ﾊﾞｯｸﾎｳ 油圧式 0.6m3 ○
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1 m ○
ﾏｶﾀﾞﾑﾛｰﾗ 10-12 t ○
ﾀｲﾔﾛｰﾗ 8-20 t ○
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ホイール、2.4-4.5m ○
振動ﾛｰﾗ ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型0.8-1.1t ○
ﾀﾝﾊﾟ 60-100kg ○
ﾄﾚｰﾗ 32t ○
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ 8t積2.9t吊 ○
平積トラック 4 t 積 ○
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t 積 ○
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4 t 積 ○
散水車 5500-6000 L ○
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧式、25 t 吊 ○
ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 油圧式、40 t 吊 ○
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ  20kg級 ○
ﾗｲﾝﾏｰｶ 溶融ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ15cm ○
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ 手動式 30cm ○
大型ﾌﾞﾚｰｶ 600-800kg ○
ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ 150kg ○
ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ 0.5m3 ○
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ 30ton/hr ○ 供与機材を使用

ｸﾗｯｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ 30ton/hr ○ 1台は供与機材を使用

発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ ○
ﾊﾞｯﾁ式ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ 1.0m3 ○
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 90-110m3/h ○
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏｰ 60kW ○
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ 17.7MPa, 325 L/min ○
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 200mm, 10m ○
試験機器 ○ ｱｽﾌｧﾙﾄ試験機器を除く

備　　　考種　類 規　格

 
 

3-2-4-2 機材計画 

(1) 調達方針 

本計画に必要な機材は「モ」国内にて製造されておらず、「モ」国以外から調達する必

要がある。機材の調達については以下の点について最大限の配慮するものとする。 
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• 無償資金協力案件として、調達の公正性、透明性、競争性を堅持 
• 「モ」国責任機関、実施機関の日本の道路建設維持機材に対する信頼と要望 
• 過去実施した無償資金協力「ロックアスファルト舗装道路建設計画」や「ウランバー

トル市内道路整備計画」で調達された日本製機材の実績 
• 「モ」国内における現地代理店など、機材導入後不可欠である定期整備、予防保全、

修理、スペアパーツの供給などのアフターサービス体制 

(2) 調達上の留意事項 

上記調達方針に加え、下記仕様等に留意する。 

a) 普通仕様の機材調達 

「モ」国では、厳冬期の最低気温がマイナス 40 度に達する厳しい使用条件にある。しか

し、今回調達する道路維持用機材は、冬季は「モ」国側が用意する屋根付きのガレージ

に保管することを前提条件にして、機材仕様は極寒冷地仕様を適応しないことにした。

ただし、冬季でも稼動する可能性のある機材に対しては、寒冷地仕様以上とした。機械

が使用されるウランバートル市の標高は約 1350m であるので標準仕様で対応可能であ

り、高地仕様を適用する必要はない。 

調達にあたっては稼働時期、維持管理のしやすさ等運用方法も考慮して、特殊仕様でな

く普通仕様の機材を最大限に活用するよう留意する。 

b) 既保有技術で対応できること 

「モ」国の機材エンジニアを含め機材実務者であるオペレータ、メカニックも旧ソ連製

や東欧製の旧式の機材に慣れており、それらの機材の操作維持管理には特に問題は無い。

そのため既保有技術で運転操作や機材維持管理の対応が可能となるように、電子機器を

用いた所謂「ハイテク仕様」の採用は必要最小限とする。 

(3) 調達・据付区分 

「モ」国側と我が国との施工・実施範囲等を表 3-2-4-8に示す。 
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表3-2-4-8 「モ」国（現地）と我が国との施工・実施範囲 

責任区分 
項  目 

日本 現地 
備 考 

土地の確保  ○ 
整地工事  ○ 1. サイト 
外柵  ○ 

 

屋根付き建屋の確保及びその修繕費  ○ 
必要に応じて、電気、上下水、通信、
暖房用蒸気等  ○ 2. ガレージ 

（冬期間の保管用） 
修理設備及び部品保管場所の確保  ○ 

パッケージ 2 

運搬路やストックヤードの確保と
整地、及び必要な箇所の舗装  ○ 

休憩小屋、倉庫、試験室等に対する
電気、証明、上下水、通信、暖房用
蒸気等 

 ○ 3. プラントヤード 

休憩小屋、倉庫、試験室等  ○ 

パッケージ 1 
バガヌールに AZZA 
Tuv 用プラント 
ウンドゥルハーンに
HARGUI 用プラント

基礎工事 ○  
組立工事 ○  4. クラッシャープラント 
試運転、操作指導時のオペレー
ター、材料、労務  ○ 

パッケージ 1 

基礎工事 ○  
組立工事 ○  5. アスファルトプラント 
試運転、操作指導時のオペレー
ター、材料、労務  ○ 

パッケージ 1 

機材荷卸と保管  ○ 
6. 機材受入 

部品の保管  ○ 
パッケージ 2 

注）HARGUI 用のアスファルトプラント、クラッシングプラント、アスファルト試験機は、2009 年に日本の建設

業者から引き渡される予定である。 

 

(4) 調達管理計画 

複合案件である本計画の特徴に配慮して、常駐監理者の有効利用に留意し、機材専門家

の監理業務の効率化に留意する。入札終了までは業務主任、機材計画担当、積算担当の

3 名で対応、入札-機材引渡しまでは業務主任、機材計画担当が対応する。 

(5) 機材等調達計画 

1) 調達計画 

本計画に必要な機材は「モ」国内にて製造されておらず、「モ」国以外から調達する必

要がある。機材の調達先については「モ」国責任機関、実施機関である日本の道路建設

維持機材に対する信頼と要望、及び無償資金協力「ロックアスファルト舗装道路建設計

画」や「ウランバートル市内道路整備計画」で調達された日本製機材の優れた実績、さ

らに日本の有力機材メーカーは「モ」国内に現地代理店を持っており、機材導入後不可

欠である定期整備、予防保全、修理、スペアパーツの供給などのアフターサービス体制
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が確立されているなどの理由により日本製品の調達が適切と考えられる。日本で製造さ

れていない、バックホウローダーやコンバインド型振動ローラについては、現地代理店

があり、サービス体制の整っている、イギリス、スウェーデン、フランス、イタリアを

第三国調達国と考慮する。 

2) 輸送計画 

海上輸送ルートは日本の港より出荷するケースとイギリス、スウェーデン、フランス、

イタリアのそれぞれの港より出荷するケースについてそれぞれ検討した。 

日本からの輸送ルートは横浜、神戸、大阪の各港より中国の天津新港にて荷揚げし、中

国国内を鉄道輸送にて「モ」国との国境の二連、ザミンウッドを経由してウランバート

ルまで輸送し、さらにトラック輸送にて配布先のバガヌールとウンドゥルハーンへ輸送

するのが最も一般的である。輸送期間は約 50 日である。 

ヨーロッパからの機材はロシアシベリア鉄道経由とヨーロッパの各港より天津新港荷揚

げの 2 ルートがあるが、シベリア鉄道経由は盗難や遅延などの事故が多いため、通常は

天津新港荷揚げのルートにて輸送されるケースが多い。天津経由の輸送期間は約 60 日で

ある。 

a) 日本積込の場合 

 

b) 欧州からの積込の場合 

欧州からの機材も海上輸送で中国の天津新港へ運ばれ、日本からの機材と同じよう

に鉄道とトラック輸送でサイトまで運ばれる。 
 

トラック輸送 

海上輸送 

日本 

中国（天津新港）

中国（二連）

モンゴル（ザミンウッド） 

ウランバートル 

バガヌール ウンドゥルハーン 
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3-2-4-3 ソフト・コンポーネント計画 

(1) ソフト・コンポーネント導入の必要性 

国営道路維持管理会社である AZZA Tuv（トゥブ県）及び HARGUI（ヘンティ県）は、

ともに保有機材の老朽化が進んで道路維持管理能力が低下している。そのため、レンタ

ルするなどして機材を手配しているが十分に調達できない状況にあり、レンタルするこ

とにより予算面も圧迫し、道路維持管理作業の遅れに繋がっている。また機材の維持管

理について、機材が老朽化していることもあり、予防措置対応を考慮した計画的な維持

管理・修理がなされておらず、適切な機材運用も出来ない状況にある。 

他方、現在の維持管理方法は、目視により損傷箇所を特定し、路上で破損部分を切り取

りアスファルト混合物を敷き均して転圧する、所謂「路上表層再生工法」が通常である。

打換えを必要とする舗装の、路盤・基層・表層・排水などについて破損の原因を調査し、

それらの原因を究明して再び破損を生じないような構造に改良するといった抜本的な対

策をおこなっていない。このため、調達機材を使用した維持修繕を計画的・効率的に実

施するための技術指導が必要となる。 

(2) ソフト・コンポーネントの内容 

ソフト・コンポーネントの目的は、現行の機材維持管理システムに関する運営・維持管

理能力を増強することであり、結果として調達機材の稼働率向上の達成である。 

克服すべき課題と目標は、限られた資金の下で効果的・効率的な道路維持修繕を実施で

きるようにすることである。 

ソフト・コンポーネントは、集団研修と技術指導からなる。集団研修は、調達納入業者（商

社）がおこなう初期操作指導（Introductory Training）と運営・維持管理能力向上研修か

らなり、機材の操作方法の習熟、整備・運用管理能力の向上により、機材の効率的な稼動

を図る。 

技術指導は、実際に調達機材を使って道路を補修するための技術であり、損傷状況から

補修の計画、設計、資機材の調達、施工と一連の作業を効率的におこなう能力の向上を

図る。機材調達納入業者、施工業者、コンサルタントが一体となり、総合的な道路補修

技術の習得を促す。 

(3) 集団研修の実施 

1) 目 的 

集団研修は、初期操作指導と、運営・維持管理能力向上研修からなる。初期操作指導は、

納入業者が機材の納入に際して契約上の一環でおこなうもので、操作方法や各種マニュ

アルの利用方法を講習する。 
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運営・維持管理能力向上研修は、「効率的な機材維持管理、運用体制が確立される」こ

とを目標とする。また、効率的機材維持管理が確立することによって、限られた資金の

下で｢稼働率が向上し、長期間稼動とコストダウンが達成できる（故障を事前に防止し、

重大修理を減らす）｣、結果として「計画的、効率的な道路整備が実施できる」ことが実

現できる。 

これを達成するために、本ソフト・コンポーネントでは必要最小限の協力を行うという

立場から、もっとも効果的と考えられる以下の 2 点を、ソフト・コンポーネント活動に

よる成果とする。 

① 調達機材の状況が正確に把握される 
② 定期点検・整備が計画的に実施される 

2) 活動内容 

1) で述べた目的達成のための、具体的な活動内容と成果品は以下の通りである。 
 

成果／活動 活動時期 業務実行者 活動内容 成果品 

①機材の状況が正確に把握できる     

- 資機材リスト､部品リストの説明・協議 現地作業前半 キ・モ リストの説明・協議  

- 資機材リストの整備をする 現地作業前半 キ・モ 機材リスト 

- 部品リストを整備する 現地作業前半 キ・モ 供与部品リスト 

- 入出庫リストを整備する 現地作業中盤 キ・モ 

既存資料の整理と書式

の改良・記入要領指導 
入出庫リスト 

② 検査・整備を計画的に実施する     

- 調達機材添付マニュアルの説明・協議 現地作業前半 キ・モ ﾏﾆｭｱﾙの説明・協議  

- 定期整備チェックシートを整備する 現地作業中盤 キ・モ ﾁｪｯｸｼｰﾄの作成・指導 定期整備ﾁｪｯｸｼｰﾄ

- 運行記録書式を整備する 現地作業前半 キ・モ 記録様式の作成・指導 運行記録書式 

- 定期点検、故障･修理記録書式を整備

する 

現地作業全期

間 
キ・モ 

書式整備と記入要領指

導 
記録書式 

- 部品管理書式を整備する 現地作業後半 キ・モ 
書式整備と記入要領指

導 
部品マスター 

＊業務実行者  キ：機材維持管理専門家  モ：｢モ｣国カウンターパート 

 
(4) 技術指導の実施 

1) 目 的 

限られた資機材・資金の下で効率的な維持管理を行うには、機材の稼働率を向上させる

だけでなく、道路の維持管理そのものの技術を向上させる必要がある。道路維持管理技

術には、点検・調査、補修工法選択、設計、（施工準備）、施工が含まれ、さらにこれ

らを一連の流れとして、常に記録とフィードバックを行うことが重要である。 

技術指導では、講義と、実際の設計・施工を組み合わせて、これら一連の維持管理技術

を指導する。必要なマニュアル、管理台帳を整備し、効率的な維持管理が継続して行わ

れるような体制を確立するが本指導の目的である。 
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技術指導は、機材調達納入業者、施工業者、コンサルタントが一体となって指導を行う。

それぞれの指導内容は大まかに下に示す通りである。 

① 機材調達納入業者がおこなう技術指導 

機材調達納入業者がおこなう技術移転は、調達機材の初期操作指導（Introductory 
Training）及び実際に機材を使って道路を補修するための技術指導を行う。機材調

達納入業者は、調達した機材を使って 2007 年のパイロット施工（表面処理された舗

装区間）の技術指導をおこなう。 

② 施工業者がおこなう技術指導 

施設建設の第 2 期の施工業者は、2008 年と 2009 年の 2 回の夏季を使ったパイロッ

ト施工（アスファルト舗装及びコンクリート舗装区間）の技術指導をおこなう。 

③ コンサルタントがおこなう技術指導 

コンサルタントは、機材の維持管理・運用の指導と実務作業における適切な機材使

用を目指して以下に示すパイロット施工に関する一連の作業の内、補修の調査・評

価、計画、設計及び実施にむけた道路局維持管理部門との調整・準備、施工監理、

施工後評価を担当する。 

2) 活動内容 

1)で述べた目的達成のための、具体的な活動内容と成果品は下の通りである。 
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(5) ソフトコンポーネントの実施工程 

  ソフトコンポーネントの実施工程は下の通りである。
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3-2-4-4 実施工程 

(1) 実施工程の基本方針 

本事業計画の実施工程の基本方針は以下の通りである。本事業計画の業務実施工程を表

3-2-4-9に示す。 

• 施設案件は、基本設計調査（A）であることから、施設案件の実施工程は、実施設

計、建設工事（施工管【【;;;;；；；；；；；；；；；；ｌ：】理業務）から成る。 

• 機材案件は、基本設計調査（B）であることから、機材案件の実施工程は、機材調

達（調達管理業務）のみとする。 

• 本プロジェクトの実施工程は、パッケージ 1 とパッケージ 2 に分けられる。パッケー

ジ 1 は、SectionⅡの新設区間、ヘルレン川仮設橋、2 セットのアスファルトプラン

ト/クラッシングプラント/アスファルト試験機の調達、実施設計、及び一部の施工管

理からなる。パッケージ 2 は、その他の施設建設、機材調達、ソフトコンポーネン

ト、及び施工管理からなる。 

• 本事業計画は、施設案件と機材案件の複合案件であり、また、ソフト・コンポーネ

ントが含まれている。さらに、「モ」国の厳しい気象条件を勘案した実施工程を策

定する。 

(2) 実施工程の留意事項 

「モ」国の気象条件は厳しく、冬季には、骨材生産及びプレキャスト製品の製作を除い

て、基本的に工事は不可能である。 

各期の工程に影響が与える要因は、以下の通りである。 

1) パッケージ 1 

• 施設案件は、本事業計画により調達された機材のうち、アスファルトプラント及び

クラッシングプラント各１基ずつを施設建設用として、施工業者が無償で借り受け

ることも前提条件となっているため、これら機材の借り受けの遅延は、工程に影響

を与える。 

• 機材案件は、日本からの輸送の一部が冬季に行われ、また、第三国（欧州）からの

輸送もあることから、気象による海上輸送の遅れが、工程に影響を与える。 

2) パッケージ 2 

• パッケージ 2 は、ヘルレン橋の上部工がクリティカルとなっている。上部工工事は、

品質管理の観点から冬季施工は困難である。したがって、着実かつ厳重な品質及び

工程管理が必要となる。 
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3-3 相手国側負担事業の概要 

本プロジェクトにおける「モ」国側負担事項は以下の通りである。 

(1) 共通事項 

① 銀行取極め 
② 支払い授権書（A/P）の通知手数料及び支払い手数料 
③ 日本調達資機材の関税の免除、通関手数料の免除 
④ 認証契約の枠内で調達される製品及び役務の国内持込みに関して日本人に必要な便

宜を与えること 
⑤ 認証枠内で調達される製品及び役務に課される課税、国内税、付加価値税の支払い

を日本人に対して免除すること 
⑥ 本無償資金協力で建設される施設及び調達される機材の適切な使用と維持管理 

(2) 施設 

① 建設用地の取得及び工事用道路・仮設ヤード等の土地の確保 
② 建設用地内の支障物件の撤去・移設 
③ 住民移転が必要な場合、その費用 
④ 仮設ヤード及び採石場、砂取場、土取場の土地使用料の免除 
⑤ 採石場、砂取場及び土取場の採掘権の免除 
⑥ ベースキャンプおよびヘルレンキャスティングヤードへの電線の引き込み 
⑦ ベースキャンプおよびヘルレンキャスティングヤードへの電話線の引き込みまたは

無線周波数の割り当て 
⑧ 道の駅、モニュメントの建設、植樹 
⑨ 機材調達計画で調達した機材の施工業者への無償貸与（アスファルトプラント 1 基、

クラッシングプラント 1 基） 
⑩ 機材調達計画で調達・借り受けした機材の据付・返還先の敷地・施設等の確保 
⑪ 機材調達計画で調達した機材の施工業者への損料なしでの優先的な貸与（AZZA 

Tuv 用アスファルトプラント 1 基） 

(3) 機材 

① 機材調達サイト及びプラントヤードの土地の確保 
② 機材調達サイト及びプラントヤードの整地工事 
③ 外柵の設置 
④ 屋根付き建屋の確保と修繕費用 
⑤ 必要に応じて、ガレージ及びプラントヤードの電気、照明、上下水道、通信、暖房

用蒸気設備等の整備 
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⑥ 修理設備及び部品保管場所の確保 
⑦ 運搬路とストックヤードの土地確保と整地、及び必要な箇所の舗装 
⑧ プラントヤードの休憩小屋、倉庫、アスファルト試験室等への電気、水道、下水、

電話線、暖房の確保 
⑨ プラントの試運転及び操作指導時のオペレーター、材料、労務の調達 
⑩ 機材受入に係る機材荷卸と保管 
⑪ 部品の保管 

(4) ソフト・コンポーネント 
① グループ研修及び技術トレーニングを受ける人員のアレンジ 
② 日本人指導員の経費を除く全ての経費 
③ 技術指導時の労務・資機材の調達 

(5) その他 
① 実施設計及び調達／施工監理を行う日本のコンサルタントとの契約 
② 日本の調達／建設業者との機材調達／建設工事に関する契約 

 

3-4 プロジェクトの運営・維持管理計画 

3-4-1 施設に対する運営・維持管理計画 

(1) 定期点検及び保守・補修 

本プロジェクトの維持管理対象は、道路及び橋梁であり、完成後の維持管理は、表 3-4-1-1
に示すように実施する必要がある。 

表3-4-1-1 維持管理方法 

 点 検 項 目 保 守・補 修 定期点検 
①橋面排水管 土砂等による排水管詰まりの清掃 3 ヶ月 
②伸縮装置 新種装置の緩み及びシールゴム脱落の補修 １ヶ年 
③高欄 車両の衝突等による損傷の補修 １ヶ年 
④支承 堆積土砂等の除去、本体の点検と補修 １ヶ年 
⑤床版及び地覆 ひび割れ、剥離等の点検と補修 １ヶ年 
⑥橋面 路面状況の点検と補修 １ヶ年 
⑦主桁及び横桁 損傷の点検と補修 １ヶ年 
⑧橋台 ひび割れ、剥離、背面土流出等の点検と補修 １ヶ年 

橋 

梁 

⑨護岸・護床 洗掘、法面流出の点検と補修 １ヶ年 
①路面 路面状況の点検と軽微な補修 １ヶ月 
②路肩及び法面 表面処理、植栽、補強盛土 １ヶ月 
③側溝 堆積土砂等の除去 １ヶ月 
④マーキング 塗り替え １ヶ月 

道 

路 

⑤カルバート 通水断面内の体積物・土砂の除去 １ヶ月 

定期点検において重要なことは、将来の大規模な補修時期や規模を想定する資料とする

ために、橋梁及び道路の点検結果を記録（点検年月日、点検箇所、点検結果、点検者氏
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名等）することである。そのために、定期点検システムを初期の段階から確立しておく

必要がある。 

(2) アスファルト舗装の補修 

道路は定期点検時の軽微な補修（パッチング、段差すり付け）の他に、アスファルト舗

装の損耗のために、概ね 7 年に 1 度のオーバーレイが必要となる。 

3-4-2 機材に対する運営・維持管理計画 

機材配置先 2 社は、ともに保有機材のスクラップ化が進んで機材使用による道路維持管理業

務が困難になっており、機材を適切に使用した維持管理実務能力も低下している。80 年代、

90 年代初めに購入され 15 年以上の経過した建設機械が大半で年毎に稼働台数が減少してい

る。そのため、レンタルするなどして機材を手配しているが十分に調達できない状況にあり、

レンタルすることにより予算面も圧迫し、道路維持管理作業の遅れに繋がっている。また機

材の維持管理について、機材が老朽化していることもあり、予防措置対応を考慮した計画的

な維持管理・修理がなされていなく、適切な機材運用も出来ない状況にある。本計画にて調

達される機材が配置される時期には現保有機材の大半がスクラップに近くなる。 

保有人員数については、舗装道路も管理している AZZA Tuv では過去にアスファルトプラン

ト、クラッシャプラントの運転の経験者を保有しており人員数も調達機材に対応できる。

HARGUI では、現在整備中あるいは計画されている当該道路区間が舗装されると管理すべき

舗装道路延長が大幅に増え、現有人員では不足する。新たな人員の雇用により対応する必要

があるが、以前にも必要な人員はその都度確保できており特に問題ないと考えられる。員数

だけでなく即戦力として経験者の雇用を計画しているが十分とは言えず、運用指導の必要性

が高い。現有人員及び調達機材向け必要人員について表 3-4-2-1に示す。 

表3-4-2-1 現有人員及び調達機材向け必要人員 

AZZA Tuv HARGUI 

調達機材用必要人員数 調達機材用必要人員数 
職種 現有

人員 建設 
機械 車両 プラント

人員 
過不足

現有 
人員 建設 

機械 車両 プラント 
人員 

過不足

オペレーター 41 13  4 +24 9 15  4 -10 

運転手 14  7  +7 6  9  +3 

注：1．現有人員については BD 調査時確認した人員 
  2．現在保有機材はそのほとんど老朽化しており、機材が調達された際には置き換えられるとした。 

他方、現在の道路維持管理方法は、目視により損傷箇所を特定し、路上で破損部分を切り取

りアスファルト混合物を敷き均して転圧する、所謂「路上表層再生工法」が通常である。打

換えを必要とする舗装の・路盤・基層・表層・排水などについて破損の原因を調査し、それ

らの原因を究明して再び破損を生じないような構造に改良するといった抜本的な対策が実施
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できていない。また不足する機材のため適切に機材が使用できていない。このため、調達機

材を適切に使用して、道路維持修繕を計画的・効率的に実施するための技術指導が必要とな

る。 

機材の運用開始に合わせて機材の初期操作を指導する機材維持管理技術者とアスファルト補

修技術に合わせた機材の使用方法等を指導するために、舗装工事技術者を運用指導技術者と

して派遣する。 

3-5 プロジェクトの概算事業費 

3-5-1 協力対象事業の概算事業費 

本協力対象事業を実施する場合に必要となる事業費総額は、「モ」国側負担分を含めて、約

29.90 億円となり、先に述べた日本と「モ」国との負担区分に基づく双方の経費内訳は、下

記(3)に示す積算条件によれば、次の通り見積もられる。なお、この概算事業費は、即交換公

文（E/N）上の供与限度額を示すものではない。 

(1) 日本側負担事業費 
 概算事業費 約 2,932 百万円 

東部幹線道路新設・改修 延長 約 60km 
費 目     概算事業費（百万円） 

道路工 

盛土工 切土工 
舗装工 道路側溝 
ボックスカルバート 
パイプカルバート 

1,433 

橋梁工（4 橋梁） RC 橋梁 449 
施設 

道路付帯施設 標識設置 区画線 
ガードポスト キロ程 24 

1,906 

機材   
アスファルトプラント、ク
ラッシングプラント、モー
ターレーダ、振動ローラ他 

736 

実施設計・調達／施工監理 290 

 
(2) 「モ」国側負担事業費 

1) 施設案件 

①  道路用地及び建設用地の確保  ＝20,000,000 Tg 
② 仮設ヤード、採石場、砂取場及び土取場の確保 ＝30,000,000 Tg 
① アスファルトプラント/クラッシングプラントの 
  設置場所の確保及びゲート、フェンスの設置  ＝15,000,000 Tg 
④ 道の駅  ＝100,000,000 Tg 
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⑤ モニュメント  ＝8,000,000 Tg 
⑥ 植樹  ＝7,000,000 Tg 
⑦ 支承物件の撤去・移設  ＝25,000,000 Tg 
⑧ ベースキャンプ、ヤードへの電線の引き込み  ＝100,000,000 Tg 
⑨ サイト近傍までの電気・電話の施設の配備  ＝6,000,000 Tg 
⑩ 日本調達資機材の関税の免除  ＝1,500,000 Tg 

2) 機材案件 
⑪ 機材保管用ガレージ土地使用料、建屋修理費  ＝300,000,000 Tg 

 計    612,500,000 Tg 
   (約 5,807 万円) 

(3) 積算条件 

1) 積算時点 平成 16 年 9 月 
2) 為替交換レート 1US$＝110.56 円 

1Tugrug = 0.0948 円 
3) 施工期間 2 期による工事とし、各期に要する実施設計、建設工事及び機材

調達の期間は、表 3-2-4-9 業務実施工程に示した通り。 
4) その他 本計画は日本国政府の無償資金協力の制度に従い実施されるも

のとする。 

3-5-2 施設案件に係る運営・維持管理費 

(1) 運営維持・管理費 

建設された施設の運営維持・管理は、機材調達先である AZZA Tuv と HARGUI が、調

達された機材を使用して、実施するものとする。 

通常の運営維持・管理に係る年間費用は、以下に示す通り、約 7,484 万トグリグ（約 710
万円）と見積もられる。なお、機材の維持管理は、「3-5-3 機材案件に係る運営維持・

管理費」に含まれ、損料は調達機材を使用するため、これらの経費は、下記費用に含ま

ない。 

1) 橋梁の点検及び保守・補修費用 

橋梁に関する点検及び保守・補修は、車輛の衝突等による変形・破損が発生しない限り、

大規模な補修は必要ない。したがって、日常の点検及び保守・補修は、「4-1 施設に対

する運営・維持管理計画」のうち、排水管の清掃や堆積土砂の除去等が主な作業となる。

これに要する費用は、以下の通り見積もられる。 
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① 人件費 271,000Tg/月ｘ12 ヶ月ｘ 2 管轄 ＝ 6,504,000 Tg 
② 材料費 一式（人件費の 150%） ＝ 9,756,000 Tg 
③ 運転経費 一式（燃料費のみ) ＝ 3,861,000 Tg 
  計  20,121,000 Tg 
   (約 191 万円) 

2) 道路の点検及び保守・補修費用 

道路の点検及び保守・補修費用は、オーバーレイなどの定期的な補修を除く、日常的な

点検及び保守・補修のみとする。これに係る主な作業は、「4-1 施設に対する運営・維

持管理計画」のうち、ポットホールのパッチングとクラックのシーリング等であり、特

に、春先の収縮クラックの補修作業は、重要である。これに要する年間作業量と費用は、

「2-2-3 機材計画」の調達機材選定を踏まえ、以下の通り見積もられる。 

① パッチング及びシーリング費用 
 100Tg/㎡ｘ7.6mｘ60kmｘ 2 管轄 ＝ 45,600,000 Tg 

② その他費用 一式（①の 20%） ＝ 9,120,000 Tg 
  計  54,720,000 Tg 
   (約 519 万円) 

(2) 予算確保の方策 

本事業計画の運営・維持管理は、「(1) 運営維持・管理費」に述べた通り、AZZA Tuv
及び HARGUI 両道路維持管理会社が実施する。両社の事業予算は旧道路局の道路整備

方針により決定され、両道路維持管理会社に配分される。本事業計画による施設運用維

持・管理費用は約 7,484 万トグリグ、旧道路局の年間道路維持管理予算の約 14,000 百万

トグリグ（対象道路全体の維持管理開始が予定される 2010 年度）に対する比率は 1％以

下であり、施設建設の適切な運用維持・管理上の予算は十分に確保できると考えられる。 

3-5-3 機材案件に係る運営・維持管理費 

機材導入後に必要とされる機材の維持修理費用、燃料オイルの見積りを表 3-5-3-1に示す。 

見積もり算定の条件として、 

1. 整備修理費率、標準使用年数、燃料消費、ダンプトラックのタイヤ損耗費については建

設機械等損料算定表（平成 16 年度版）に準拠した。なお、整備修理費率については「モ」

国と日本の整備員費用の差を考慮して修正した（日本の約 53%）。オイル費用は燃料費

用の 1%とした。 
2. 基本となる機材価格は機材見積価格（CIP）とした。 
3. 年間稼働時間は 500 時間とした。 
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表 3-5-3-1 機材運営・維持管理費用見積り 
    （単位：トグリグ）

No. 会社 年間整備修理費 運営費 
（燃料油脂,タイヤ） 計 

1 AZZA Tuv 102,281,052 77,526,342 179,807,394 
2 HARGUI 113,519,741 91,007,329 204,527,070 
 計 215,800,793 168,533,670 384,334,463 

(1) 予算確保の方策 

調達機材が配置され、その運用維持管理を実際に受け持つのは旧道路局の監理下の

AZZA Tuv、HARGUI 両道路維持管理会社である。両社の事業予算は旧道路局の道路

整備方針により決定され、両道路維持管理会社に配分される。本計画による調達機材の

運用維持管理費用は 384 百万トグリグ、旧道路局の年間道路維持管理予算の総計 9,500
百万トグリグ（機材の稼動開始が予定される 2007 年度）に対する比率は約 4%であり、

調達機材の適切な運用管理上の予算は十分に確保できる。 

(2) スペアパーツの調達 

スペアパーツの調達は機材の耐久性を保証する上で特に重要となる。調達当初の維持管

理期間（2 年間）を考慮して、少なくとも 2 年間分の交換部品・消耗品が確保できるよ

うに計上する。調達の規模は、機材の種類・機材の使用状況から目的に合致する必要パー

ツを選定し、決定する。 
 

3-6 協力対象事業実施に当っての留意事項 

(1) 「表 3-2-4-9 事業実施工程表」に示したように、機材調達、道路整備ともに２期に分け

て実施することとした。アスファルトプラント、クラッシングプラント、アスファルト

試験機が、第一期で調達する機材に選定された理由は、日本の施工業者が自分でプラン

ト類の調達をおこなうと時間がかかり施工可能な夏季に間に合わなくなること、アス

ファルト舗装が夏季の限定された期間（5 月中旬～9 月中旬）にしか施工できないこと、

などによる。調達されるプラント類の内、一セットは道路整備をおこなう日本の施工業

者が引き取って道路整備に使う計画となっている。また、もう一つのセットは、「モ」国

側へ引き渡すが、道路舗装がピークを迎える時機に日本の施工業者がアスファルトプラ

ントを優先的に使用できることととした。上記の取り決めは、「資料 4 討議議事録

（M/D）」に示すように、「モ」国側と合意した。 

(2) 本プロジェクトでは、機材調達ならびに道路整備に合わせて、現行の機材維持管理シス

テムに関する運営・維持管理能力を増強することを目的としたソフト・コンポーネント

の実施を計画した。ソフト・コンポーネントは、集団研修と技術指導からなり、通常、

調達納入業者（商社）がおこなう集団研修により機材の効率的な稼動を図るとともに、



 

3-188 

「モ」国側技術者と機材調達納入業者、施工業者、コンサルタントが一体となって、損

傷状況から補修の計画、設計、資機材の調達、施工と一連の作業を効率的におこなう能

力の向上を図る計画である。技術指導では、実際に調達機材を使って「モ」国側の予算

で道路を補修（パイロット工事）する。上記のパイロット工事は、「資料 4 討議議事

録（M/D）」に示すように、「モ」国側の負担事項して実施することを確認した。 

(3) 本プロジェクトでは、道路機能を増すために、道路関連施設として「道の駅」、モニュ

メント、植樹を整備する計画とした。「道の駅」及び植樹は、道路関連施設は交通量や

利用者数の増加に応じて整備していくものであることから、沿道開発の状況を見ながら

「モ」国側で予算措置をおこなって整備していくものとした。モニュメントは、道路整

備を道路利用者に広く知らせる性質のものである。交差点や道の駅など利用者が多く集

まるところに、「モ」国側で予算措置して設置することとした。 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 プロジェクトの妥当性の検証 
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第4章 プロジェクトの妥当性の検証 

4-1 プロジェクトの効果 

本プロジェクトの実施により、年間を通じて安定した道路交通と交通安全が確保される

ため、次のような効果が期待される。 

(1) 直接効果 

1) 主要都市間の移動時間の短縮 

轍道では、最も条件の良い夏季の日中の四輪駆動車で平均走行速度が 40km/h 程度であ

る。夏季でも夜間は、ルート確認、窪地や段差、横方向の急傾斜箇所の迂回、すれ違い

の車が巻き上げる埃で視界が遮られることによる速度低下などのため、平均走行速度が

20km/h 程度まで下がる。また、冬季になると轍が曖昧となるため、ルート確認に慎重

を期すとともに、窪地や段差が見え難くなることによる速度低下、横方向の急傾斜箇所

などでのスリップによる転倒などに注意が必要になるため、日中でも平均走行速度が

20km/h 程度まで下がるなど、現状の平均走行速度は 20～40km/h に留まっているが、

本プロジェクトにより、轍道が舗装道路に改良されると、60 km/h～80km/h 程度まで向

上する。これにより、現在、未舗装のバガヌール～ウンドゥルハーン間 223km の移動

に 5～10 時間かかる移動時間が 2 時間半程度と大幅に短縮される。また、車両運行経費

も大幅に節約される。 

2) 大型車通行可能車種の増加 

現在、木製の 2 橋では小型トラックしか通行できず、コンクリート製のフジルト橋およ

びヘルレン橋は総重量 14ｔ以下に制限されている。アジア・ハイウェイとして国際基準

を満たす橋梁整備により、全区間で 40ft コンテナーを積載した 3 軸以上の大型トラック

（総重量 20ｔまで）、トレーラ（総重量 43ｔまで）の通行が可能となる。 

3) 車輪による轍や粉塵による草原への悪影響の軽減 

轍道が舗装道路に改良されると、幾筋にもある轍道がひとつの舗装道路となるため、車

輪による轍や粉塵による草原への悪影響が軽減される。道路建設により消失する草原を

差し引いても、草原消失面積は約 12%減少する。 

(2) 間接効果 

1) 交通量および旅客数の増加 

道路整備により、交通量の増加が見込まれる。また、主要都市を結ぶバス運行本数が増

加するなど、旅客数の増加が見込まれる。 
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2) 地域経済の活性化の促進 

幹線道路上で制限されていた重車両の通行が可能となること、および道の駅の設置など

により、沿道の商業が発展するとともに、年間を通して鉱業・牧畜業の確実な輸送が可

能となることで、東部地域における経済の活性化が促進される。 

3) 交通安全および住民生活レベルの向上 

年間を通じて安全で確実な道路交通の確保と渡河のボトルネックとなっている橋梁の整

備により、市場・学校・病院等へのアクセスが容易となり、その結果、道路利用者の交

通安全および住民の生活レベルが向上する。 
 
4-2 課題・提言 

(1) モンゴル国側負担工事 

本プロジェクトでは、「道の駅」、モニュメント、植樹を、モンゴル国側の負担とした。

これは、以下の理由による。 

① 道路関連施設は道路機能を増すために整備するものであり、交通量や利用者数の増加

に応じて整備していくものである。沿道開発の状況を見ながらモンゴル側で予算措置

をおこなって整備していくものとした。 

② モニュメントは、道路整備を道路利用者に広く知らせる性質のものである。交差点や

道の駅など利用者が多く集まるところに、モンゴル側で予算措置して設置することと

した。 

そのため、事業実施期間中において、これらモンゴル国側負担部分の予算措置、工事着手が

道路整備とタイミングを合わせて実施されているかどうかを注意深くモニタリングする必

要がある。 

(2) 年間を通じて安全で確実な道路交通の確保 

本プロジェクトは、首都ウランバートルから東部 3 県に至る幹線道路上に存在する。すで

に整備されている区間と現在整備中の区間を結ぶ区間となっている。本プロジェクトが完

成すると、ウランバートルからウンドゥルハーン間が舗装道路となり年間を通じて安全で

確実な道路交通が確保される。さらに、将来的にモンゴル国側の自助努力によりウンドゥ

ルハーンから中国国境まで東に延伸すること（ミレニアム道路計画）が本プロジェクトの

効果をさらに高めることになる。そのため、本プロジェクトの事業実施期間中において、

道路運輸観光省が持つミレニアム道路計画の政策に添って轍道の解消と橋梁ボトルネック

の解消が適切に実施されていることを、日本側はモニタリングする必要がある。 
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(3) 道路維持管理能力の向上 

本プロジェクトでは、現行の機材維持管理システムに関する運営・維持管理能力を増強する

ことを目的として道路維持管理用機材を調達し、合わせて調達機材の稼働率向上を図って総

合的な道路補修技術の習得（ソフト・コンポーネント）を促す計画である。ソフト・コンポー

ネントは、集団研修と技術指導からなり、通常、調達納入業者（商社）がおこなう集団研修

により機材の効率的な稼動を図る。同時に、モンゴル側技術者と機材調達納入業者、施工業

者、コンサルタントが一体となり、実際に調達機材を使ってモンゴル側の予算で道路を補修

（パイロット工事）し、損傷状況から補修の計画、設計、資機材の調達、施工と一連の作業

を効率的におこなう能力の向上を図る計画である。そのため、事業実施期間中において、こ

れらモンゴル国側負担部分の予算措置、パイロット工事が機材調達及び道路整備とタイミン

グを合わせて実施されているかどうかを注意深くモニタリングする必要がある。 
 

4-3 プロジェクトの妥当性 

本プロジェクトは、モンゴル国の幹線道路上の交通ボトルネックとなっている轍道を解消し

国際基準を満たしていない 4 橋を建設するものであるが、モンゴル側の自国の予算で整備し

ている他の区間と一体となって東部地域の東西方向の幹線道路としての役割と機能を果たす

ことになる。モンゴル国は、本計画が完了する 2009 年度末までに、ウンドゥルハーンから

中国国境まで東に延伸することしている。 

本プロジェクトが完成すると、ウランバートルからウンドゥルハーン間が舗装道路となり年

間を通じて安全で確実な道路交通が確保されることにより、モンゴル東部地域で年間を通し

て鉱業・牧畜業の確実な輸送が可能となり、地域経済の活性化が促進される。その結果、地

域間格差が是正され、地域の均衡ある発展に寄与でき、地域住民へ裨益効果をもたらす。よっ

て、本計画の裨益人口は、モンゴル東部 3 県の地域住民（約 108 万人）と想定される。 

このように、本プロジェクトは、対象地域の幹線道路整備の早期実現に有効で、沿道の経済

活性化、地域住民の生活向上に寄与するとともに、地域間格差の是正を通じて国土の均衡あ

る発展に寄与する。一方、モンゴルでは、広い国土と低い人口密度から、機械を使った道路

維持管理作業が不可欠である。しかし、現在進めている道路整備が終わると舗装道路の延長

が飛躍的に延び（東部地域の国道延長 2,045 km の内、現在の舗装延長は 120 km。整備後は

223km 追加され 343km となる。）、自国の実施能力で道路維持管理作業を効率的におこな

うことは技術的・資金的に困難であることから、要請対象の道路維持管理用機材の調達を無

償資金協力で実施することが妥当であると判断する。 

4-4 結 論 

本プロジェクトの実施により、対象地域における直接・間接の効果のほかに、モンゴル東部

3 県に対する裨益効果が期待できる。しかしながら、本プロジェクトの対象区間（SectionⅡ: 



4-4 

L=30.1km 及び SectionⅥ: L=28.1km）及び 4 橋梁建設を、モンゴル国側が独自に実施する

ことは、技術的・資金的に困難である。一方、道路整備後の運営・維持管理については、モ

ンゴル国側の体制・予算とも十分であり、問題はない。よって、本プロジェクトは、我が国

の無償資金協力で実施することが妥当である。 
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１. 調査団員・氏名 
 



A1-1 

(1) 基本設計現地調査（第一次） 

担 当 調査団員氏名、所属 

総括 
林 宏之 
JICA 無償資金協力部  
業務第二グループ 交通インフラチーム 

業務主任／道路計画 
／環境社会配慮 

丸岡 健二 
㈱ パシフィックコンサルタンツインターナショナル 

橋梁設計Ⅰ 野見山 維昭 
日本海外コンサルタンツ ㈱ 

自然条件調査 
（地形・地質・水文） 

小林 良明 
日本海外コンサルタンツ ㈱ 

(2) 基本設計現地調査（第二次） 

担 当 調査団員氏名、所属 

総括 
林 宏之 
JICA 無償資金協力部  
業務第二グループ 交通インフラチーム 

業務主任／道路計画 
／環境社会配慮 

丸岡 健二 
㈱ パシフィックコンサルタンツインターナショナル 

道路設計Ⅰ 原田 篤 
㈱ パシフィックコンサルタンツインターナショナル 

橋梁設計Ⅰ 野見山 維昭 
日本海外コンサルタンツ ㈱ 

橋梁設計Ⅱ 中野 秀俊 
㈱ パシフィックコンサルタンツインターナショナル 

機材計画（道路建設機材） 高坂 幸夫 
㈱ パシフィックコンサルタンツインターナショナル 

自然条件調査 
（地形・地質・水文） 

小林 良明 
日本海外コンサルタンツ ㈱ 

施工計画／積算 竹内 友昭 
㈱ パシフィックコンサルタンツインターナショナル 

調達計画／積算 小坂 文夫 
㈱ パシフィックコンサルタンツインターナショナル 

業務調整／道路設計Ⅱ 小国 磨 
㈱ パシフィックコンサルタンツインターナショナル 

【資料 1.  調査団員・氏名】 



A1-2 

(3) 基本設計概要説明 

担 当 調査団員氏名、所属 

業務主任／道路計画 
／環境社会配慮 

丸岡 健二 
㈱ パシフィックコンサルタンツインターナショナル 

橋梁設計Ⅰ 野見山 維昭 
日本海外コンサルタンツ ㈱ 

機材計画（道路建設機材） 高坂 幸夫 
㈱ パシフィックコンサルタンツインターナショナル 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２. 調 査 行 程 
 



A2-1 

(1) 基本設計現地調査（第一次） 

工程表 総括
業務主任／
道路計画／

環境社会配慮
橋梁設計I

自然条件調査
(地形･地質･水文)

日順 月 日 曜日 林　宏之 丸岡　健二 野見山　維昭 小林　良明

1 6 26 土 成田→ウランバートル

2 27 日 関連業務*視察

午前 JICA事務所表敬訪問･打合せ

午後 インフラ省および道路局とIC/R説明・協議

4 29 火 「モ」国実施体制調査、現地業者調査

5 30 水 F/Sレビュー

6 7 1 木 EIAレビュー 橋梁資料収集

7 2 金 資料収集･整理 現地視察準備

8 3 土 成田→ウランバートル 施設の優先順位付け、協力方針決定に必要な基礎資料の作成 成田→ウランバートル

9 4 日 現地視察１　(Section II)

午前

午後

午前

午後

12 7 水

13 8 木

14 9 金

15 10 土 ウランバートル→成田 関連業務*視察

16 11 日

17 12 月 自然条件

18 13 火 資料収集

19 14 水

20 15 木 ＜以下予定＞

21 16 金 道路局と協議

22 17 土 再委託資料書作成

23 18 日 再委託契約準備

24 19 月 再委託業者へ説明

25 20 火 入札、契約交渉

26 21 水 再委託業務立会い準備

27 22 木

28 23 金 測量・地質

29 24 土 調査立会い

30 25 日

31 26 月 道路局と協議

32 27 火 JICA事務所報告

33 28 水 ウランバートル→成田

関連業務*：ロックアスファルト、ウランバートル市道路整備等

3 28 月

10 5 月

インフラ省とIC/R協議、ADB・世銀表敬訪問
11 6 火

大使館、JICA事務所帰国報告

ヘンティ県知事表敬訪問、維持管理会社HARGUI調査

JICA事務所・日本大使館・インフラ省表敬訪問

経済財務省表敬訪問、インフラ省とM/D協議

インフラ省とM/D協議･署名

現地視察２　(Section VI)

 
 

【資料 2.  調査行程】 



 

 

A2-2 

(2
) 

基
本
設
計

現
地
調

査
（

第
二
次

）
 

工
程

表
官

団
員

業
務

主
任

／
道

路
計

画
／

環
境

社
会

配
慮

道
路

設
計

Ⅰ
橋

梁
設

計
I

橋
梁

設
計

II
機

材
計

画
（
道

路
建

設
機

材
)

自
然

条
件

調
査

(地
形

･地
質

･水
文

)
施

工
計

画
／

積
算

調
達

計
画

／
積

算
業

務
調

整
／

道
路

設
計

Ⅱ

日
順

日
付

曜
日

林
　

宏
之

丸
岡

　
健

二
原

田
　

篤
野

見
山

　
維

昭
中

野
　

秀
俊

高
坂

　
幸

夫
小

林
　

良
明

竹
内

　
友

昭
小

坂
　

文
夫

小
国

　
磨

1
8
月

1
1
日

水
成

田
→

Ｕ
Ｂ

成
田

→
Ｕ

Ｂ
成

田
→

Ｕ
Ｂ

成
田

→
Ｕ

Ｂ

2
1
2
日

木
ＪＩ

Ｃ
Ａ

打
合

せ
ＪＩ

Ｃ
Ａ

打
合

せ
資

料
分

析
ＪＩ

Ｃ
Ａ

打
合

せ

3
1
3
日

金
イ

ン
フ

ラ
省

・
道

路
局

イ
ン

フ
ラ

省
・
道

路
局

資
料

・
情

報
収

集
現

地
視

察
準

備

4
1
4
日

土
現

地
視

察
１

 (
Ｕ

Ｂ
→

Ｕ
Ｈ

)
現

地
視

察
１

現
地

視
察

１

5
1
5
日

日
現

地
視

察
２

 (
Ｕ

Ｈ
→

Ｕ
Ｂ

)
現

地
視

察
２

現
地

視
察

２

6
1
6
日

月
他

ド
ナ

ー
・
我

が
国

他
ド

ナ
ー

・
我

が
国

7
1
7
日

火
援

助
動

向
調

査
援

助
動

向
調

査
気

象
・
水

文

8
1
8
日

水
資

料
・
情

報
収

集
成

田
→

Ｕ
Ｂ

資
料

・
情

報
収

集
成

田
→

ウ
ラ

ン
バ

ー
ト
ル

調
査

調
査

・
協

議
の

支
援

9
1
9
日

木
道

路
局

と
の

協
議

10
2
0
日

金
環

境
関

連
規

制
調

査
現

地
視

察
１

設
計

基
準

検
討

現
地

視
察

１
　

(Ｕ
Ｂ

→
Ｕ

Ｈ
)

11
2
1
日

土
資

料
・
情

報
収

集
現

地
視

察
２

資
料

・
情

報
収

集
現

地
視

察
２

　
(Ｕ

Ｈ
→

Ｕ
Ｂ

)
成

田
→

ウ
ラ

ン
バ

ー
ト
ル

12
2
2
日

日
団

内
会

議

13
2
3
日

月
設

計
基

準
検

討
他

ド
ナ

ー
・
我

が
国

道
路

局
と

協
議

設
計

基
準

検
討

14
2
4
日

火
援

助
動

向
調

査
地

質
・
地

形
他

ド
ナ

ー
・
我

が
国

15
2
5
日

水
基

本
構

想
の

検
討

交
通

量
調

査
準

備
技

術
検

討
技

術
検

討
資

料
・
情

報
収

集
気

象
・
水

文
援

助
動

向
調

査
交

通
量

調
査

準
備

16
2
6
日

木
特

に
留

意
す

る
点

の
調

査
交

通
量

調
査

実
施

基
本

構
想

の
検

討
資

料
・
情

報
収

集
現

状
分

析
調

査
結

果
解

析
交

通
量

調
査

実
施

17
2
7
日

金
運

営
維

持
管

理
計

画
現

場
調

査
１

　
(セ

ク
シ

ョ
ン

ＩＩ
)

維
持

管
理

状
況

分
析

現
地

視
察

１
　

(Ｕ
Ｂ

→
Ｕ

Ｈ
)

現
場

調
査

１
　

(Ｉ
Ｉ)

18
2
8
日

土
現

場
調

査
２

　
(セ

ク
シ

ョ
ン

V
I)

環
境

関
連

規
制

調
査

現
地

視
察

２
　

(Ｕ
Ｈ

→
Ｕ

Ｂ
)

現
場

調
査

２
　

(V
I)

19
2
9
日

日
団

内
会

議

20
3
0
日

月
交

通
量

調
査

解
析

技
術

検
討

調
達

事
情

調
査

現
地

業
者

調
査

調
達

事
情

調
査

交
通

量
調

査
解

析

21
3
1
日

火
先

方
負

担
事

項
基

本
構

想
の

検
討

現
地

業
者

調
査

地
質

・
地

形
積

算
調

査
積

算
調

査

22
9
月

1
日

水
効

果
評

価
指

標
技

術
検

討
関

連
機

関
と

の
協

議
気

象
・
水

文
市

場
調

査
市

場
調

査
技

術
検

討

23
2
日

木
課

題
の

掲
示

関
連

機
関

と
の

協
議

基
本

構
想

の
検

討
調

査
結

果
解

析
資

料
・
情

報
収

集
資

料
・
情

報
収

集
調

査
・
協

議
の

支
援

24
3
日

金
協

力
実

施
に

架
か

る
提

言
基

本
設

計
運

営
維

持
管

理
計

画
施

工
計

画
調

達
計

画

25
4
日

土
技

術
検

討
技

術
検

討

26
5
日

日
団

内
会

議

27
6
日

月
関

連
機

関
と

の
協

議
関

連
機

関
と

の
協

議
関

連
機

関
と

の
協

議
地

質
・
地

形
現

場
調

査
１

　
(Ｉ

Ｉ)
実

施
計

画

28
7
日

火
道

路
局

と
の

協
議

基
本

設
計

資
料

整
理

基
本

設
計

資
料

整
理

気
象

・
水

文
現

場
調

査
２

　
(V

I)
概

算
事

業
費

積
算

基
本

設
計

29
8
日

水
成

田
→

Ｕ
Ｂ

Ｕ
Ｂ

→
成

田
調

査
結

果
解

析
実

施
計

画
維

持
管

理
費

積
算

30
9
日

木
大

使
館

、
JI

C
A

、
M

O
I 、

M
EF

表
敬

・
打

合
せ

E
O

J,
 J

IC
A

概
算

事
業

費
積

算
維

持
管

理
留

意
事

項

31
1
0
日

金
イ

ン
フ

ラ
省

お
よ

び
道

路
局

と
協

議
M

O
I,
 D

O
R

維
持

管
理

費
積

算

32
1
1
日

土
現

地
視

察
 (
A

Z
Z
A

 T
u
v)

Ｕ
Ｂ

→
成

田
Ｕ

Ｂ
→

成
田

維
持

管
理

留
意

事
項

Ｕ
Ｂ

→
成

田

33
1
2
日

日
団

内
会

議
団

内
会

議
団

内
会

議
団

内
会

議

34
1
3
日

月
イ

ン
フ

ラ
省

お
よ

び
道

路
局

と
協

議
先

方
負

担
事

項

35
1
4
日

火
M

/
M

協
議

・
署

名
、

JI
C

A
事

務
所

報
告

基
本

設
計

基
本

設
計

関
連

機
関

と
の

協
議

基
本

設
計

36
1
5
日

水
Ｕ

Ｂ
→

成
田

37
1
6
日

木
資

料
整

理
資

料
整

理
資

料
整

理
資

料
整

理

38
1
7
日

金
JI

C
A

事
務

所
報

告
JI

C
A

事
務

所
報

告
JI

C
A

事
務

所
報

告
JI

C
A

事
務

所
報

告

39
1
8
日

土
Ｕ

Ｂ
→

成
田

Ｕ
Ｂ

→
成

田
Ｕ

Ｂ
→

成
田

Ｕ
Ｂ

→
成

田

40
1
9
日

日

41
2
0
日

月

42
2
1
日

火

43
2
2
日

水

関
連

省
庁

（
表

敬
・
協

議
）
：
外

務
省

（
M

O
FA

）
・
経

済
財

務
省

（
M

EF
）
・
自

然
環

境
省

（
M

N
E）

*E
O

J(
日

本
大

使
館

)、
M

O
I(
イ

ン
フ

ラ
省

)、
D

O
R
(道

路
局

)

関
連

省
庁

（
協

議
）

：
Ｕ

Ｂ
市

・
通

商
産

業
省

・
食

料
農

牧
省

 



 

 

A2-3 

(3
) 

基
本
設
計

概
要
説

明
 

A
M

PM

1
2
月

2
3日

水
1
8
:2

0
ウ

ラ
ン

バ
ー

ト
ル

着
 (

O
M

 3
0
2
)

ウ
ラ

ン
バ

ー
ト
ル

9
:3

0
JI

C
A

事
務

所
表

敬
訪

問
1
4
:3

0
M

r.
 O

. 
E
rd

em
b
ile

g,
 D

ir
ec

to
r 

G
en

er
al

, 
E
co

n
o
m

ic

1
1
:0

0
在

「
モ

」
日

本
大

使
館

表
敬

訪
問

1
5
:3

0
M

R
T

T
に

て
D

B
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３. 関係者（面会者）リスト 



A3-1 

関係者（面会者）リスト 

(1) 日本側 

氏名 職位 所属 
1) 在モンゴル 日本大使館 

染谷 和弘 書記官  

佐藤 裕 書記官  

2) 在モンゴル JICA 事務所 

平井 敏雄 所長  

清水 暁   

(2) モンゴル側 

氏名 職位 所属 
1) 道路交通観光省（旧インフラ省） 

Mr. P. Batsaikhan 副大臣  

Mr. J. Sereeter 局長 政策調整局（道路・交通・通信・観光）

Mr. O. Sod 局長 道路局 

Mr. B. Enkhtur 局長代理 道路局 

Mr. H. Gantumur 副局長 道路政策調整局 

Mr. B. Manduul  道路政策調整局 

Ms. G. Narantuya  道路政策調整局 

Ms. B. Tserennyama  道路政策調整局 

Mr. T. Dovdondorj 取締役 道路局実施機関 

Mr. D. Baasankhuu  道路調査・研究センター 

Mr. Ch. Bayasgalan  道路調査・研究センター 

Mr. Ts. Nyamjv  道路調査・研究センター 

Mr. T. Byamba  道路調査・研究センター 

Mr. B. Enkhtur  道路調査・研究センター 

Mr. Bayasgalan  建設経営管理部 

Mr. Enkhtuya  建設経営管理部 

Mr. G. Battogotokh  建設部 

Mr. K. Gantumur  建設部 

Mr. Lkhagvasuren 技術主任 中央試験所 

2) 経済・財務省 

Mr. D. Zorigt 局長 政策調整局（経済協力） 

【資料 3.  関係者（面会者）リスト】 
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氏名 職位 所属 
Mr. L. Nasanbuyan  政策調整局（経済協力） 

Mr. T. Dorjkhand 次長 政策調整局（経済協力） 

3) ヘンティ県 

Mr. Ch. 
ErdeneBaatar 知事  

4) AZZAN（国営道路維持管理会社） 

Mr. D. Chuluun 取締役  

Mr. Batsuur 部長  
Mr. D. Bold   
Mr. Dorjjugder   
5) HARUGUI（ヘンティ県国営道路維持管理会社） 

Mr. D. Magasarjav 取締役  

6) UBZZ（UB 市道路維持管理公社） 

Mr. Kh. Enkhtaivan 取締役  

7) Erdene Zam（国営道路維持管理公社、ロックアスファルト機材供与先） 

Mr. L. Adilbish 取締役  

Mr. J. Saikhan 技術主任  

8) バガヌール区 

E. Chimeg  インフラ都市計画 公共経済部 

9) モンゴル鉄道バガヌール駅 

Luvsan 駅長  

10) GBET 
Mr. B. Erkhembayar   

(3) 他ドナー 

氏名 職位 所属 
1) 世界銀行 

Mr. Ts Bat-ochir Sr. Operation Officer  

2) アジア開発銀行 

Mr. Ts Amar Economics Officer  
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５. 事業事前計画表 
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事業事前計画表（基本設計時） 
 
１． 案件名 

モンゴル国東部幹線道路建設及び道路建設機材整備計画 

２． 要請の背景（協力の必要性、位置付け） 

モンゴル国（以下「モ」国）政府は、東西道路網が整備されていない各県を道路で結び、輸

送効率、工業・サービスの促進、更に地域開発による地方の生活向上を目的として、「ミレ

ニアム道路計画」（全長約 2,200km）を策定した。同計画は「定住、地域開発計画」の観点

から東西を結ぶ幹線道路と地域開発を促進する 5 つの南北路線で構成されている。 

東部幹線道路は、「モ」国の上記ミレニアム道路計画のうち「モ」国東部のエルデネ～ウン

ドゥルハーンを結ぶ全長約 260km の道路で全 6 区間からなり、日本の開発調査により当該

区間の全線整備により、高い経済効果が期待できると結論付けられている。 

「モ」国政府は 2001 年にこれを最優先プロジェクトとして認定し、事業化に着手した。ま

た、全線について環境影響評価（EIA）も実施済みである。 

「モ」国は、東西輸送軸の整備を目的に最優先プロジェクトとして、平成 14 年 8 月に東部

幹線道路のうち、同国の技術レベルでは対応が困難とされる中・長大橋梁を含む 2 区間の改

修と完成後の維持管理に必要となる道路建設機材（以下「建機」）の整備につき、わが国に

無償資金協力を要請してきた。 

これに対し、わが国は本計画の必要性・妥当性は認めつつも、整備済みの 1 区間を除く他 3
区間の建設の目処が立っていないことを理由に、「モ」国による事業化の進捗状況をフォロ

ーしてきたが、平成 15 年度より「モ」国政府の自己資金による同 3 区間の建設手続きが開

始されたことから、環境社会配慮面に関する最新状況の確認を経て、東部幹線道路建設及び

建機整備のための基本設計調査を実施することを決定した。 

３． プロジェクト全体計画概要 
（１）プロジェクト全体計画の目標（裨益対象の範囲及び規模） 

ア． 年間を通じて円滑な交通による東西地域間の交流が確保される。 
イ． 走行時間の短縮と大型車の重量制限の撤廃により、輸送コストが低減し、東部地域に

おける農牧業の振興と鉱業の発展に貢献する。 
ウ． 冬季の東西地域間交通に対して安全性が増し、安定した物資の供給が確保される。 
エ． 轍と粉塵により草原が消失するのを防ぎ脆弱な環境を保全する。 

裨益対象： モンゴル東部地域住民 約 108 万人 
（２）プロジェクト全体計画の成果 

ア． 「モ」国東部のエルデネ～ウンドゥルハーンが幹線道路で結ばれる。 
イ． 東部幹線道路 6 区間のうち、2 区間（約 58km）が整備される。 
ウ． 道路維持管理用建機が調達される。 
エ． 東部道路全線の維持管理体制が整備される。 

（３）プロジェクト全体計画の主要活動 
ア． 東部幹線道路を整備する。 
イ． 東部幹線道路 SectionⅡおよびⅥの整備をする。 
ウ． 道路維持管理用建機を調達する。 
エ． 技術訓練を実施する。 
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（４）投入（インプット） 

ア． 日本側： 無償資金協力 29.32 億円 
イ． モンゴル側： 

① 事業用地、仮設ヤード、砕石場、砂取場および土取場の確保 
② 道の駅およびモニュメントの建設、植樹など 

（５）実施体制 

実施機関： 道路運輸観光省（MORT&T） 
４． 無償資金協力案件の概要 

（１）サイト 

ア． トブ県、バガヌール～ヘルレン 
イ． ヘンティ県、ムルン～ウンドゥルハーン 

（２）概要 

ア． SectionⅡ、15.8km の道路補修 
イ． SectionⅡ、14.0km の道路新設 
ウ． SectionⅡ、フジルト橋の改修およびフッサナリン橋、ヘルレン橋の建設 
エ． SectionⅥ、27.8km の道路新設 
オ． SectionⅥ、0.3km の道路補修 
カ． SectionⅥ、ムルン橋の建設 
キ． 道路維持管理用建機の調達 

（３）相手国側負担事項 

ア． 事業用地の確保、支障物件の撤去・移設 
イ． 仮設ヤード、砕石場、砂取場および土取場の確保 
ウ． プラントの設置場所の確保およびゲート、フェンスの設置 
エ． 道の駅およびモニュメントの建設および植樹 
オ． ヤードおよびサイトへの電線、電話線の引き込み 

（４）概算事業費 

概算事業費 29.90 億円（無償資金協力 29.32 億円、モンゴル国側負担 0.58 億円） 

（５）工期 

詳細設計・入札期間を含め約 55.0 ヶ月（予定） 
（６）貧困、ジェンダー、環境及び社会面の配慮 

開発調査および EIA の結果を踏まえ、都市部（バガヌール市、ウンドゥルハーン市） 
通過区間で、非自発的住民移転やセットバックが発生しない計画とした。 

５． 外部要因リスク（プロジェクト全体計画の目標の達成に関するもの） 

モンゴル側の財政状況の急変により、プロジェクトに必要な予算が確保できない。 

６． 過去の類似案件からの教訓の活用 

厳冬期における現場でのコンクリート打設を回避する計画としたが、工事の遅れや異常気象
のため厳冬期にコンクリート打設を余儀なくされる場合は、寒中コンクリートを採用する。
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７． プロジェクト全体計画の事後評価に係る提案 

（１）プロジェクト全体計画の目標達成を示す成果指標 

ア． 通過時間の短縮 
現状（2004 年）： 平均走行速度 20～40km/h 
改修後（2010 年）：平均走行速度 60～80km/h 

イ． 大型車通行可能車種の増加（橋梁における重量制限の撤廃） 
現状（2004 年）：  
・ フッサナリン橋、ムルン橋（木橋）：小型トラックのみ通行可能（大型車は河床を走行）

・ フジルト橋、ヘルレン橋（コンクリート橋）：総重量 14t 以下 
改修後（2010 年）： 
全区間で 40ft コンテナーを積載した 3 軸以上の大型トラック（総重量 20ｔまで）、トレ

ーラ（総重量 43ｔまで）の通行が可能となる。（アジアハイウェイとして国際基準を満足

する道路となる） 

（２）その他の成果指標 

ア． 車輪による轍や粉塵による草原への悪影響の軽減 
轍道が舗装道路に改良されると、幾筋にもある轍道がひとつの舗装道路となるため、車

輪による轍や粉塵による草原への悪影響が軽減される。道路建設により消失する草原を

差し引いても、1 平方キロメメートル当たりの草原消失面積は約 12%減少する。 

（３）評価のタイミング 

2010 年以降（施設完工後） 
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【資料7.  鉄道交差に関するレター】



ULAANBAATAR RAILWAY 
RAILROAD DIVISION OF HEAD OFFICE 

September 15, 2004 Ref. No. 77 
Subject: Reply to your letter of September 9, 2004 with Ref. No. 2/994 

 
To: DOR 

 
This is reply to your letter of September 9, 2004 with Ref. No. 2/994. 
 
Railway that crosses with your road alignment from Baganuur to Kherlen Bridge, is 
railroad No. 9 of Baganuur Station. This railroad has length of 160 m and used for sorting 
of wagons. In winter season approximately 180 – 250 wagons and in summer season 
approximately 110 – 150 wagons are sorted by 2 shunting engine of TZ-1 and Baganuur 
Coal Company. Therefore, it is impossible to cross this railroad by your road. 
 
 

Head of Division N. SURENJAV 
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